
 

 

姫路市公告第  ３５２号   

令和 ７年 ６月２７日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

 

制限付一般競争入札の実施について 

 

 見守り安心サポート事業業務委託について制限付一般競争入札により契約を締

結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１

項の規定に基づき下記のとおり公告する。 

なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）の

適用を受けるものである。 

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業務名 

見守り安心サポート事業業務委託 

⑵ 概要 

在宅のひとり暮らし高齢者等が安心して日常生活を送れるよう緊急通報機

器の貸与及びコールセンター業務を行う。 

⑶ 入札日時 

令和７年（2025年）７月２５日（金） １５時３０分 

 ⑷ 入札場所 

   姫路市役所 入札室（東館１階） 

 ⑸ 担当課 

姫路市健康福祉局長寿社会支援部高齢者支援課 （電話：079-221-2306） 

 

２ 入札に参加できる者 

次の条件を全て満たす業者とする。 

⑴ 姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定）に該当しない

法人 

⑵ 公告の日の時点で姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２

５日制定）に基づく指名停止を受けていない者及び指名停止の措置要件に該

当しない者 



  

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

る更生手続開始の申立てを含む。）がなされていない者及び民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

⑷ 姫路市税を課されている者にあっては、市税に滞納がない法人（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）） 

⑸ 消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者 

⑹ 他の入札参加申込者の協力会社等として重複参加していない者 

⑺ 競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告示第４０８号。以下

「告示第４０８号」という。）第５項の規定により業者登録名簿（以下「業者

登録名簿」という。）に登録された者で、かつ、業種「事務委託」詳細業種「そ

の他」に登録されている者 

⑻ 高齢者が使用できる緊急通報機器を貸与し、かつ緊急通報の受信センター

に専門的知識を有するオペレーターを２４時間体制で配置するサービスを提

供している、または令和２年４月１日以降に同サービスの受託実績が確認で

きる者 

⑼ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５

年４月１日制定）第３条各号のいずれにも該当しない者 

 

３ 入札参加申込み 

⑴ 入札参加申込受付期間 

公告の日から令和７年７月１７日（木）（姫路市の休日を定める条例（平成

２年姫路市条例第１５号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）の

間の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

⑵ 入札参加申込方法 

高齢者支援課に事前に電話にて連絡の上、入札参加申込書を記入し持参又は

電子メールを送付した上で原本を郵送で高齢者支援課まで送付すること。入札

参加申込書は市ホームページ（https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000

031154.html）よりダウンロードすること。 

入札参加申込書と併せて、第２項第８号を証明する書類（サービス内容を掲

載しているカタログ又は契約書写しなど）を提出すること。 

提出された書類（入札参加申込書、第２項第８号を証明する書類）を基に受

付後２日（本市の休日を除く。）以内に参加資格の審査を行い、その結果を入

札参加者決定通知書により通知する。 

また、落札事業者は入札日から契約日までに第２項第４号及び５号を証明す

る書類（納税証明書）を提出すること。 

⑶ 仕様書等に関する質問 

https://www.city.himeji.lg.jp/


  

参加申込みを行った者は仕様書等に関する質問を行うことができる。質問は

所定の様式に記入し、令和７年７月２２日（火）正午までに電子メールで提出

すること。質問に対する回答については、令和７年７月２３日（水）に市ホー

ムページに掲載する。 

⑷ 入札参加申込みに当たっての注意 

ア 入札参加申込書の記載に当たっては、必ず本市の業者登録を行っている 

業者名、住所等を記入し、登録している印を押印すること。登録と相違があ

る場合は、失格となる。 

イ 入札後において、入札参加資格がないことが判明した場合は失格とし、そ

の者が落札者である場合は、次点を繰り上げる。 

ウ 詳細な注意事項、場所等については、参加申込時に説明書を交付するので、

そちらを参照すること。 

 

４ 入札の無効について 

  次の入札は無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 

⑵ 入札書が所定の日時までに提出されない入札 

⑶ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をし 

た者の入札 

⑷ 不正行為によってなされたと認められる入札 

⑸ 金額記入のない、又は明確でない入札書及び入札金額に訂正のある入札 

書による入札 

⑹ 入札者の住所（法人の場合は所在地）、氏名（法人の場合は、法人名及び代 

表者の氏名）の記載及び入札者の押印のない、又は明確でない入札書（代理 

人が入札する場合は、委任者の住所・氏名並びに代理人の氏名の記載及び押 

印のない、又は明確でない入札書）による入札 

  

５ 入札保証金について 

  入札保証金については、免除する。 

 

６ その他 

⑴ 使用する言語・通貨について 

契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 業者登録申請の受付について 

   特定政令第２条第２項に規定する欧州連合等の供給者で当該入札に参加し

ようとする者は、入札参加資格審査申請日までに告示第４０８号第４項ただ

し書に定める業者登録申請を行い、入札日の前日までに業者登録名簿に登録



  

されなければならない。 

 ⑶ 本市は、令和７年度（2025 年度）以降において、この契約に係る本市の予

算の減額又は削除があったときは、この契約を変更し、又は解除することが

できる。 

⑷ 前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、受注者に

損害があるときは、受注者は、その賠償を本市に請求することができる。この

場合における賠償額は、協議の上定めるものとする。 

 ⑸ 入札書に記入する金額については、別紙の「入札説明書」を参考にするこ

と。 

 


